
第50回 鳥取地方労働審議会

日 時 令和8年3月 11日 (水 )

10時00分～12時00分

鳥取労働局 4階会議室場  所

会 議 次 第

開  会

1 鳥取労働局長あいさつ

2 議事

(1)鳥取県和服縫製業最低工賃の改正の必要性の有無に関する報告等につい
て

(2)鳥取労働局第14次労働災害防止推進計画について (報告 )

(3)令和 7年度鳥取労働局行政運営状況について

(4)令和 8年度鳥取労働局行政運営方針 (案)について

(5)その他

閉   会
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開催 日時

開催 場 所

令和8年3月 11日 (水 )

10 : 00⌒V12 : 00

鳥取労働局 4階大会議室
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資  料  目  次

鳥取地方労働審議会委員名簿

鳥取県和服裁縫業最低工賃の改正の必要性の有無に関する報告等について

鳥取労働局第14次労働災害防止推進計画に関する報告書

令和 7年度鳥取労働局行政運営状況について

就職支援サービスコーナーの案内

雇用管理改善等コンサルタントの活用

人材開発支援助成金チラシ

わかもの支援コーナー案内

鳥取県における令和7年 「障害者の雇用状況」集計結果

鳥取所各コーナー紹介チラシ

令和 7年労働災害発生状況 (速報)(令和 8年 1月 末現在 )

ハラスメント相談状況

令和 8年度鳥取労働局行政運営方針 (案)について



鳥取地方労働審議会委員名簿

会 長

会 長

公益を代表する委員

代 理
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中 野   聡
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鳥取大学農学部 准教授

鳥取大学地域学部 教授

鳥取看護大学看護学部 教授
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公立鳥取環境大学環境学部 准教授

UAゼンセン鳥取県支部 支部長
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一般社団法人鳥取県経営者協会 専務理事
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鳥取県和服裁縫業最低工賃の改正の必要性の有無に関する報告等について

鳥取地方労働審議会家内労働部会の開催

令和 7年 12月 19日 に第 17 家内労働部会を開催、審議の結果、口

全会一致で改正決定することが必要ないとの結論に達した。
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参考 1:鳥取県和服裁縫業最低工賃額

0鳥取県和服裁縫業最低工賃 【令和6年8月30日発効】

仕立ての業務

次の表の左欄に掲げ為晶目及び中欄に掲げる規格の区分に応じ、

1枚 (帯にあっては1本)につき、右硼に掲げる金額。

品  目
生 地

規  格
金  額

仕 立 て 方

振りそで 絹 あわせ 26,400円

留めそで 糸冒 あわせ(比翼・グシ付き) 29,800円

訪問着 争目 あわせ 21,500円

付け下げ 牟冒 あわせ 18,400円

長着

絹 あわせ 16,500円

ウール ひとえ 9,900円

コヨ謂服 絹 あわせ 11,900円

7分コート又は雨コート 争目 あわせ又はひとえ 15,100円

長じゅばん
争目 無双餞 9,400円

合成繊維 無双餞 8,100円

名古屋帯 論目

8寸まつり 4,300円

9寸しん入り 5,300円

袋帯 絹 しん入り 5,000円

ゆかた 辛常 ひとえ 9,000円

2

L___



参考 2:鳥取県和服裁縫業最低工賃 委託者数・家内労働者数の推移

年度 昭和

“

53 57 60 63 平成2 4 6 8 10 12 16 19 22 25 28 令和2
`:ヤ
矛口5 令和7

委託者数 76 116 80 74 164 146 108 100 113 83 65 31 37 32 29 19 16 12 9

家内労働者数 696 781 489 418 776 641 518 424 438 374 268 119 124 96 71 46 35 23 18

単位 (人)

3



参考 3:鳥取県和服裁縫業最低工賃額の推移 (引 上げ額)

品 目
規 格 金 客買 上段:最低工賃額   下段 :(引き上げ願)

生地 仕立て方 平成3年度 平ば 5年度 平成7年度 平成9年度 平成11年度 平威 13年度 平成 15年 度 手威17年度 平成20年度 平成24年度 平威26年度 平成 28年度 令和2年度 今和6年度

振りそで 論月 あわせ
18αЮ円

(2.〔 1〕0円 )

19βα瞬■

(lβαFl)

20■0瞬ヨ

(1.口H〕にコFFl)

21.500円

(700円 ) ",:00円(6CЮ円)

23.100円

(1,GH〕口晰=ヨ〕

23.1 00Fl

(― )

23.10劇円

(― )

23β O■ヨ
(700Fl)

24.601■■

(71κ」円)

24500円

〈―〕

245CXlヨ |

(― )

24500円

(― )

26.400円

(:,900Fl)

留めそで 串月
あわせ
(比口・グシ付D

20,00●■
(2,0日■ヨ)

22.∝目円

0.α 口 円 )

23.10□ fヨ

(1,100Fl)

24.000円

(30●円)

25.∞0円

(1ユЮ円)

26gЮ円
〈!∬Ю円)

26.∝期円

(― )

2650晰■
く500「1)

26βα耳ヨ

(30Ю fヨ )

27「α■ヨ
(9日にコ円) ",700円(― )

27,700F9

(― )

,77m円
(― )

,9■ Cに円
0,100円 )

訪問着 辛月 あわせ
17,0瞬ヨ 18.4期円

(000「ヨ〕

10,000日

(500円 )

19,200円

(3CЮ円〕

195∞円
(300r=〕 〕

19,500日

(― 〕

1950畔ヨ

(― )

19.5∞円

(― )

20,000調

(5α月 )

20,000円

(― 〕

20,00〔序ヨ

(― )

20,000円

(― )

21.500FЧ

(1.500Fl)

付け下げ 絹 あわせ
14.α■円
(1.5αFヨン

15.4コ円

(1.40aF])

16,G耳■
(80gr])

16.500円

(300F9)

16.500円

く―)

16.5m円

(― )

16.500円

(― )

17.0叫ヨ
(500rヨ )

17.∝川円

(― )

17.瞑川円

(― )

17.I目円
(lC,OFFl)

17.I回円

(― )

:7.100円

(― )

10,400Pヨ

(i.30〔 Fヨ )

長着

串月 あわせ
135C麟ヨ|

(1.5∝Pl)

14■

“

円

(0∞円 )
15.100円

(mO円 )
15。 20□円

(100日 )

15,200円

(― )

15,00円

(― )

15,200FЧ

〔―)

15,0晰ヨ

(― )

15,200fЧ

(― )

15.2〔珊円
〈―)

15,300円

(10〔

'PFl)

15,3αコ円

(― )

15,300円

(― )

16.500円

(1.20(Fl)

ウール ひとえ
6.0叫■
(1`GH〕口暉コ1)

6■ 0瞬ヨ

(6α網 )

6β∞円

(301rヨ )

7.∝目円

(10鯛〕
7.∞ a円

(― )

7200円

(200Fq)

7.200FЧ

(― )

7.2口円

(― )

7.200FЧ

(― )

7.200円

(― )

7.20瞬■

(― )

7.2〔Ю円

(― )

7.2∞円

(― )

9.900円

(270aヨ 〕

羽綺

串目 あわせ
9,00晰ヨ
(1.00●■》

9■ (■円
(9oorl)

10。引Ю円
(50旧 r9)

10.600円

〈10●円〕

10.600円

〈―)

11,∞ 0円

(400円 )

11.∝劇円

(― )

11.領E円
(― )

11,∝劇円

(― )

::.000ヨ

(― )

11,00●■
(― )

11.000ヨ

く―)

11,000円

く―)

11,900円

(900円 )

ウール ひとえ
650■■
(5α輌 )

6.I口円

(500日)

5βα■■
(4叫■)

6.60暉]
(100円 )

6.600円

く―)

6.5m円

(― )

6.600円

(― )

6.600円

(― )

6.600F]

(― )

魔止

7分コート
又は雨コート 辛目

あわせ
1lβα鋼
(1,3αFl) 12.000fЧ 13.40晰■

(601「ヨ)

13,80● ]
(400円 )

13.300円

く―)

,4.αЮ円

(2劇円 )
14.∝川円

(― 〕

140m円
(― )

14J川円
(― )

:4,α期円

(― )

14,000円

(― )

14.00●司
(― )

:4.αЮ円

(― )

16.I劇円
(1,lCЮ f=1)

ひとえ
1lF∞円
(:.401F5)

長じゅばん

辛員
(あわせ)
※無双ひとえ

750■ヨ
(1.00口F嘔 )

8.30G円

(Om円 )
8.7α■■
(50Ю rヨ )

0,70研ヨ

(― )

8,700円

く―)

8,7CЮ円

(― )

0,700F弓

(― 〕

8.7α‖円

(― )

X e.zoffi
(-)

X e.rffi
(- )

X e,roH
(- )

X e,zoom
(-)

X e.zmE
(- )
※ 9,4∞円
(700Fl)

合威僚維 無双ひとえ
5β00「1

(0∞円 )

6.40●■
(500rヨ )

6βG月
(4叫ヨ)

7.000円

(200円 )

7.∞ G円

(― )

7JЮ円
(― )

7,∝川円

(― )

7:∝川円

(― )

7.∝期円

(― )

7,000ヨ

(― )

7.00叫η

(― )

7,000ヨ

(― )

7.0"円

(― )

0。■回円

(1.10劇ヨ)

名古屋帯 牟目

8寸まつリ
3β O■■

(5∞円〕

3βα

“

η
(3m円 )

4.Oα■■
(20Cr3)

4,000■

(― )

4.000ヨ

(― )

4α〕0円

(― )

4・瞑劇円

(― )

4.00晰ヨ
《―)

4.000ヨ

(― 〕

4,∝川円

(― )

4.000■

〈―)

4,000円

(― )

4.αЮ円

(― )

4.300円

(30旧 rヨ )

9寸しん入リ
480叫ヨ
(500円 )

中 m円
(4叫月)

4,90●Pヨ

(201r])

4。900日

(― )

4,900F呵

(― )

4,000円

(― )

4。900円

く―)

4.900円

(― )

4,0■ヨ
(― )

4300円

(― )

4β00円

(― )

4β CrIヨ
|

(― )

4,900円

(― )

5,300円

く40嘔Fq)

袋帯 串目 しん入リ
4ρ G■■
(500Fl)

4.40uヨ

(4α

"ヨ

)

4.600円

(200暉3)

4,600fq

(― )

4.600円

(― )

4,600円

(― )

4500ヨ

(― )

4「 0叫■

(― )

4,600円

(― 〕

4500ヨ

(― )

4500司

く―)

4β CXIヨ
|

(― )

4.6∞円

(― )

5,Ю円
(40輌 )

ゆかた 牟常 ひとえ
5.700円 5,700円

(― 〕

6.0叫■
(30旧 f9)

6.300Fヨ

(300「1)

6.300円

く―〕

6,30G円

(― )

6,3m円

(― )

5,3m円

(― )

9,Ю円
(2,700円 )

※ 平成28年度、令和2年度は「改正諮問見送り」となりました。
※ 各年度において工賃額が改定された品目を色塗りしています。

4

ん〔絹



参考 4:全国の和服裁縫業最低工賃一覧

品 目

規 格 鳥取

生地 仕立て方 R6830

振りそで 絹 あわせ 筍 颯 用

留めそで 辛il あわせ
(比ヨ・グシ付 き)

gD′g刈円

訪間着 辛目 あわせ 21′50輌

付け下げ 絹 あわせ 10,4叫¬

長着

辛日 あわせ lQ工刈円

ウール ひとえ 9期

羽繊 i目 あわせ 1」χ期円

7翁
｀
コ~ト

又は雨コート 絹

あわせ
15,100「〕

ひとえ

長じゅばん
辛日 無双ひとえ 9,40∝¬

合成繊維 無双ひとえ a100Fl

名古屋帯 絹

8寸まつリ 4メ田期円

9寸しん入り 5,ま刈円

袋帯 辛局 しん入リ 5,∝刈円

ゆかた 4吊 ひとえ 9′∝刈円

※ 広ヨま、R7 により規格の「仕立て方」

5

北海道 青森 島根 広 島 熊本

H14.3.22 H15.5.1 H1674 R7.8.27 H13421

23′∝刈円 29∞円 Z〕′∝刈円 2'′∝刈円
"n∞
円

25,∝Ю円 26,7(刈円 26′ lα凋 褒〕′∝刈円 26′I刈円

19,∝刈円 の 3泊円
"OЮ
円 18pЮ円

16500調

15500羽 17,∝刈円 lQI∝期円 16pЮ円

13工刈円 13期 14H刈円 14′∝刈円 13,400司

6500羽 7′まЮ円 7脚Ю円 7,6∞円

lαЮO円 10,700Fl 10,5α凋 12∝刈円 11,90研ヨ

1鋼ЮO円
Xttfiコ‐ト

19,90∝ヨ| 13期 14属)α呵
xttf〒コート

10,5α諄円
※ロコート

16′∝刈円
米道何コート・

遭中事

7500円
※ひとえ

9,000Fl 8,600円

5,700Fl^
※ひとえ ※ひとえ

6,20叶弓 6n"円

3′∞0円 3,40∝司

4′∝刈円 4′50∝司 4,∝期円

4,3α耳弓

4,7C(fFI

4′000ヨ 4′20∝羽 4′∝刈円 420∝ヨ 4,20∝司

5′∝期呵 5,∝q円 5,∝刈円 5′800羽

※地螂 IЮ品目毎の工賃額を比鞠ム最も奇い工賃額を色墨りしている。



参考 5:全国の和服裁縫業最低工賃改正状況

第13次改正計画 第14次改正計画 第15次改正計画

令和元年度 令池 年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令禾□6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 最新改正年月日

北海道
改正諮問
見送り

改正諮問

見送り
(改正) H14.3.22

青森
廃止諮問
見違」

改正諮問 =
,〔改正見送り〕 (改正) H15.5.1

島根
改正諮問

見送り

改正諮問

見送り
(改正) H16.7.4

広島
改正諮問

見送り
改コE冒 1杏間 E )〔改正決定〕 (改正) Rア .8.27

熊本
改正諮問

見送り

改正諮問

見送り
(改正) H13.4.21

山□
改正諮問

見送り

廃上諮問
〔廃止決定〕

R6,25廃止

長崎
廃止諮問

見送り

廃止諮問
〔廃止決定〕

R6■23廃止

改 1正諮 問  E →〔改正決定〕 (改正) (改正 ) R6.8.30鳥取
改正諮問

見送り

6



令和 8年 3月 2日

鳥取地方労働審議会

会長 多田 憲一郎 殿

鳥取地方労働審議会労働災害防止部会

部会長 多田 憲一郎

第 20回労働災害防止部会に関する報告書

当労働災害防止部会は、鳥取県内の労働災害発生状況及び鳥取労働局第 14次労働

災害防止推進計画の進捗について、別添 1の とおり事務局から報告を受け、別添 2
のとおり意見を取りまとめたので報告する。

なお、本件の審議に当たった労働災害防止部会の委員は、下記のとおりである。

鳥取地方労働審議会労働災害防止部会委員

記

公益代表委員

部会長

部会長代理

労働者代表委員

使用者代表委員

木原 奈穂子

多田

中野

憲一郎

聡

国立大学法人鳥取大学地域学部 教授
中野社会保険労務士事務所

特定社会保険労務士

国立大学法人鳥取大学農学部 准教授

杉元 亜紀

寺田 真里

山崎 睦

情報産業労働組合連合会鳥取県協議会

事務局長

日本労働組合総連合会鳥取県連合会

副事務局長

全 日本運輸産業労働組合鳥取県連合会

執行委員長

株式会社コクヨMヽT 取締役統括部長
株式会社インタープロス 代表取締役社長
(一社)鳥取県経営者協会 専務理事

見生

竹上

西村

政和

順子

知巳



鳥取地方労働審議会第20回労働災害防止部会審議経過

開催年月日 議事 資料

令和8年 2月 24日 労働災害防止部会長選
挙及び部会長代理の指
名について

n鳥取県内の労働災害発乙
生状況について

3鳥取労働局第14次 労働
災害防止推進計画につい

て

4その他

【説明資料】

l鳥取県内の労働災害発生状況

2令和7年の労働災害発生状況の分析 (翌 1月 末現在 )

3令和7年の高年齢労働者の労働災害、転倒災害の詳細 (12月 末速報値 )

4鳥取労働局第14次労働災害防止推進計画について(進捗状況 )

【配布資料】

1鳥取労働局第14次労働災害防止推進計画リーフレット

2鳥取労働局第14次労働災害防止推進計画 (本文 )

3「労働災害防止」の取組の自主点検について(全業種)

4林業労働災害防止対策の取組状況の自主点検について

5 エイジフレンドリーガイドライン

6「令和7年度エイジフレンドリー補助金」のご案内

7令和7年度版STOP!冬の転倒災害

8転倒災害が増加 !転倒災害のない職場づくりをお願いします

9外国人労働者に対する安全衛生教育には、適切な配慮をお願いします。

10外国人労働者向け安全衛生教育教材を労働災害防止にご活用ください

11自 動車運転者の「安全確保の徹底」にご協力をお願いします !

12はさまれ。巻き込まれ災害を防ぎましょう

13ストレスチェックの導入には産保センターをご利用ください

14ストレスチェックを含めたメンタルヘルス対策に取り組みましょう !

15化学物質管理自主点検表

16職場における熱中症対策の強化について

17死亡災害が増加しています !

18鳥取労働局安全衛生労使専門家会議提言

「
―
―
引
劇
―
―
―

一



Q)厚生労働省
別添 1-1

ひと、くらし、みらいのために
Ministryof Heatth,Labour and Weifare

鳥取県内の労働災害発生状況について
ω

く)厚生労働省

鳥取労働局

鳥取地方労働審議会
第 20

厚生労働省 鳥取労働局 労働基準部

健康安全課

労働災害防止部会 資料ロ



1 労働災害発生状況 (全産業 )

死亡者数、死傷者数の推移 (鳥取県内休業見込4日以上)
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2 労働災害発生状況 (業種別 )
業種別の死傷者数の推移
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3 労働災害発生状況 (主な事故の型別 )

5年おき。死傷者数及び事故の型別労働災害発生割合
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4 労働災害発生状況 (年齢別 )

「50歳代」、「60歳以上」の死傷者数等の推移
(鳥取県内 休業見込 4日以上 コロナ除く)

50歳代、60歳以上の死傷者数の推移

◆ 50歳代

◆ 60歳以上

50歳代、60歳以上の死傷者数割合の推移
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5 令和 7年 (翌 1月 末速報値 )の労働災害発生状況

α )

令 和 7年 労 働 災 害 発 生 状 況 (速 報 )

安全衛生のメッセージ 危険の芽 摘んで安全 咲く実顔 (中央労働災害防止協会 令和 8年標語)

署  別

業 種 別

合 計 鳥  取  署 米  子  署 倉  吉  署

令和7年 令和6年 増
減
数

増減率
(ヽ )

令和7年 令和6年 増
減
数

増滅率
0

令和7年 令和6年 増
減
数

増滋率
ω

令和7年 令和6年 増
減
数

増減率
(ヽ〉死傷者数 死傷者歓 死傷者数 死傷者数 死傷者歌 死傷者数 死傷者歓 死傷者数

全   産   業 7)615 (1)613 0,3 ( 1)201 ( 1)210 -9 -4.3 ( 4)307 292 15 5■ ( 2) 107 111 -4 -3.6

「 7)559 (  1 )190 69 14.1 ( 1) :65 (  1 ) 155 10 6.5 ( 1)295 211 54 22.4 ( 2) 99 94 5.3

製 造 業 112 97 15 15.5 32 32 0.0 63 53 10 18,9 17 12 41.7

60.0 -1 -50,0 100,0 キ

11 120_0 6 200.0 100.0 0.0

15 15 0.0 -2 -28.6 20.0 33.3

44 40 10,0 33.3 31 30 3.3 25,0

34 32 6.3 12 15 -3 -20.0 16 13 23.1 50.0

建 設 業 t 2) 59 84 -25 -29.8 18 42 -24 -57.1 ( 2)  30 29 3.4 11 13 -2 -15,4

〔 1) 22 29 ^‐ 7 -24.1 :0 -3 -30.0 1) 13 !2 8.3 -5 -71.1

17 39 -22 -56.4 24 -83.3 12 -4 -33.3 66.7

15 -11 -73.3 10 -8 -80,0 -3 -75,0 0,0

13 24 -11 -45.8 14 -12 -85.7 -1 -12.5 100.0

〔 1) 20 16 25.0 -1 -12.5 1) 9 80,0 33.3

運輸交通業 71 1  1)  48 23 47.9 25 t l) 13 12 92.3 41 26 15 57.7 -4 -44.4

64 (  1) 45 19 42.2 21 ( 1) 12 75.0 40 25 15 60.0 -5 -62.5

133.3 300.0 0.0 100.0

林   業 10 13 -3 -23_1 …2 -33.3 20.0 -2 -100.0

その他の事業 1 5)363 371 -8 -2.2 ( 1) 122 117 4.3 ( 2) 167 -6.7 2)  74 75 -1 -1.3

〔 1) 84 70 14 20.0 27 22 22.7 44 34 10 29.4 ( 1) 13 14 -1 -7.1

19 16 18.8 0.0 12 10 20.0 50.0

22 21 4.8 100.0 10 -3 -30.0 0.0

1) 14 11 27.3 -1 -50.0 33.3 1) 5 66,7

152 187 -35 -18.7 62 71 -9 -12.7 61 80 19 -23.8 29 36 -7 -19.4

-2 -25.0 0.0 -5 -100.0

( 3) 06 58 13.8 ( 1,  17 11 54.5 ( 2) 35 34 2.9 14 13 7.7

(江〕 1,内は姓亡者敏で1'1織 である、労働基準監督零で受理 Lた体幸1口 :1上′,労働 I見島篠雛告書●取わ点と
',た '1の
.機ほ彗員響造業は. ■機構踏員聾憲織,電気機崚躊見襲寺業,中繕韓崚書製竜業の合計である.

l iel- lzl



6 令和 7年 (翌 1月 末速報値 )の労働災害発生状況
(新型コロナウイルス感染症を除く。 )

O

令 和 7年 労 働 災 害 発 生 状 況 (速 報 (コ ロナ除く。))

(註 )1)l蹴 i贅 1:書 欺で内象である."慟基準監督署で受理 t,体典 4日 以上い方働者仕傷薔韓告書を難りまとめたもの.餞薇彗具製造典:■、一載機機器具製造桑、電気機機器具菫義集、饉送機機等製造葉の合11で 0)る

署  らlI

葉 種 別

合 計 鳥  取  署 米  子  署 倉  吉  署
令和7年 令和6年 増

減
数

増減率
0
令和7年 令和6年 増

減
裁

増減率
(%)

令和7年 令和6年 増
減
数

増減率
(■ )

令和7年 令和6年 増
減
歓

増滅事
0死傷者数 死傷者敢 死傷者欲 死傷者数 死傷者数 死傷者歓 死働者数 死傷者数

生   産   業 ( 7)559 ( 1 )190 69 14.1 ( 1) 165 ( 1)155 10 6.5 ( 1)295 211 51 22.・ 1 ( 2) 99 91 5.3

製 造 業 112 97 15 15,5 32 32 0.0 63 53 10 18.9 17 12 41,7

60.0 -1 -50.0 100.0

11 120.0 200.0 100.0 0,0

15 15 0 0.0 -2 -28.6 20.0 33.3

44 ′10 10.0 33.3 31 30 3.3 25,0

34 32 6.3 12 15 -3 -20.0 16 13 23.1 50.0

建 設 業 ( 2〉  59 84 -29.8 18 12 -24 -57.1 2) 30 29 3.1 11 13 -2 -15,4

( 1) 22 29 -7 ‐-24.1 10 -3 -30.0 1 1) 13 12 8.3 -5 -71.1

17 39 -22 -56.4 24 -20 -83.3 12 -4 -33.3 66.7

15 ― ll -73.3 10 -3 -80,0 -3 -75.0 0.0

13 24 11 -45.8 14 -12 -85.7 -1 -12.5 100,0

( 1) 20 16 25.0 -1 -12.5 ( 1) 9 80.0 33.3

運輸交通業 71 ( 1 ) 48 23 47.9 25 ( 1) 13 12 92.3 41 26 15 57.7 -4 -44,4

64 ( 1 ) 45 19 42.2 21 ( li  12 75.0 40 25 15 60,0 -5 -62.5

133.3 300.0 0.0 100.0

林   業 10 13 -3 -23.1 -2 -33.3 20.0 ―, -100.0

その他の事業 ( 5)307 248 59 23.8 〔 1) 86 62 24 38.7 2)155 128 27 21.1 ( 2) 66 58 8 13.8
( 1) 84 70 14 20,0 27 22 22.7 44 34 10 29.4 ( 1) 13 11 -1 -7.1

19 16 18,8 0.0 12 10 20.0 50.0

22 21 4.8 100.0 10 -3 -30.0 0.0

1) 11 11 27.3 -1 -50.0 33.3 ( 1) 5 66.7

96 64 32 50,0 26 16 10 62.5 49 29 20 69,0 21 19 10.5

-2 -25.0 0 0,0 ~0 -100.0

: 3) 66 58 13.8 1) 17 11 54.5 2) 35 34 2.9 14 13 7.7

安全衛生のメッセージ 危険の芽 摘んで安全 咲く笑菫 (中央労働災害防止協会 令和 8年標語)



ア 令和 7年の死亡災害発生状況

令和7年 死 亡 災害発 生 状 況 (速報 )

二
〇

災 害 の 概 要
番

号 業 種

発生月

発生時間帯

事故の型

燿日犠

火 災

引火性の物

重油輸送用配管を切断し、切断面にステンレス製のふたをアーク溶接で溶接していたとこ
ろ出火し、やけどを負つたもの。

建設業

3月

15時～16時

夜聞工事のため、遭路を通行止めにしようと、道路路肩付近で規制看板を設置していたと
ころ、走行中の普通彙用車にはねられたもの。

警備業

5月

19時～20時

激実され

乗用車

商業

7月

5時～6時

激突され

トラック

薇災者は、新聞配通のため民憲の敗地入リロにあるスローフにトラツク(積取荷菫850に ,
を停車し、降車して新聞を配達していたところ、当議トラックがスロ…プにそつて動き出し、被
災者はトラック後都と民家の菫の間に快まれて被災し、約2時間後に死亡した。

10月

5時～6時

墜落・転落

階段・桟橋

被災者は、事務所2階の更衣量で作業着に着薔えをしも階段で1階へ降りる際に転落し、
頭部を負傷し死亡した。

接客娯楽葉

火災

引火性の物

薔藤業

11月

17時～18時

事業場で火災が発生し被災したもの。

畜産業

11月

17時～18時

火災

引火性の物

事累場で火災が発生し観災したもの。

建設業

11月

11時～12時 仮設物、建築物、構造物等

墜落・転落
3階屋上で防ネエ事作業中約9.5メートルの高さから墜落したもの .
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令和7年労働災害発生状況の分析 (翌 1月末速報値 )
(新型コロナウイルス感染症を除く)
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重点業種別

①製造業

③道路貨物運送業

⑤卸・小売業
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0厚生労働省
別添 1-3

ひと、くらし、みらいのために
Ministryof Health.l_abour and Weifare

令和 7年の高年齢労働者の労働災害、転倒災害の発
生状況の詳細について (12月末速報値 )

(Jl

く)厚生労働省

鳥取労働局

鳥取地方労働審議会
第 20

厚生労働省 鳥取労働局 労働基準部

健康安全課

労働災害防止部会 資料ロ



令和7年 12月末現在 年齢層別事故の型別労働災 コロナ含む休業4日
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労働災害発生状況
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1 高年齢労働者の労働災害発生状況について
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2 転倒災害発生状況について  1
令和7年転倒災害175人の年代別内訳 令和7年転倒災害175人の年代別内訳

60歳以上98人
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3 17%

28  160%
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ハ
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人数

令和7年転倒災害175人転倒の種類別(全年齢)

10

5.7%

・ 転倒 (滑 り) ・ 転倒 (つ まずき)  ・ 転倒 (踏み外し) ・ 転倒 (滑 り)  ・ 転倒 (つ まずき)
各転倒 (踏み外し)・ 転倒 (もつれ等)

■その他の転倒

4

4.1%

・ 転倒 (滑 り)  ・ 転倒 (つ まずき)
な転倒 (踏み外し)・ 転倒 (も つれ等)

■その他の転倒

60歳未満77人

6

7.8%

58

33.1%

28

16.0%

・ 転倒 (も つれ等)  ・ その他の転倒

□

31.4%

14.3%

9

11.7%

31.2%

17

17.3%

15.3%

31.6%



3 転倒災害発生状況について  2

転 倒 の 起 因物 {多 い順 )

ハ
∞

可 動 な 障 害 物 42

起 因 物 な し 26

積 雪 、天 候 に よ り凍 結 した床 面 、通 路 26

固 定 の 障 害 物 、溝 14
F′Lピ■
F又 ラ5E 12

液 体 で 濡 れ た 床 面 、 通 路 11

そ の 他 の 床 面 、通 路 の 状 態 9

雨 や 夜 露 等 で 濡 れ た床 面 、通 路 8

凍 結 した床 面 、通 路 5

荷 姿 の も の 4

そ の 他 の 起 因 物 3

その 他 の 用 具 3

凹 凸 3

乗 用 車 、バ ス 、バ イ ク 2

その 他 の仮 設 物 、建 築 物 、構 築 物 等 1

その 他 の 環 境 等 1

階段 、桟 橋 1

玉 掛 用 具 1

掘 削 用 機 械 1

水 場 1

木 材 、竹 材 1
△ ≡4.
Eコ ロ: 175

転 倒 の 型 別 。起 因 物 別

転倒 (滑り)

そ の 他 の 用 具

凹 凸

可 動 な 障 害 物

液 体 で 濡 れ た 床 面 、通 路 11

雨 や 夜 露 等 で 濡 れ た床 面 、通 路 8

水 場

凍 結 した 床 面 、通 路

積 雪 、 天 候 に よ り凍 結 した 床 面 、 通 路 26

そ の 他 の 床 面 、通 路 の 状 態 4

転倒 (つまずき)

そ の 他 の 用 具

段 差 9

凹 凸

可 動 な 障 害 物 34

固 定 の 障 害 物 、 溝

そ の 他 の 床 面 、 通 路 の 状 態 4

転倒 (踏み外し)

段 差

可 動 な 障 害 物

固 定 の 障 害 物 、溝

転倒 (もつれ等) 起 因 物 な し 24

その他の転倒

掘削 用 機 械

乗 用 車 、 バ ス 、 バ イ ク

玉掛 用 具

そ の 他 の 用 具

砦段 、桟 橋

そ の 他 の 仮 設 物 、建 築 物 、構 築 物 等

凹 凸

可 動 な 障 害 物

固定 の 障 害 物 、溝

そ の 他 の 床 面 、通 路 の 状 態

木 材 、 竹 材

荷 姿 の も の 4

そ の 他 の 環 境 等

そ の 他 の 起 因 物 3

起 因 物 な し 2
△
=↓

「
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鳥取労働局第 14次労働災害防止推進計画について

く)厚生労働省

鳥取労働局

鳥取地方労働審議会
第 20

厚生労働省 鳥取労働局 労働基準部

健康安全課

労働災害防止部会 資料ロ

日



鳥取労働局第 14次労働災害防止推進計画の概 要

令和 5年 (2023年 )4月 1日～令和 10年(2028年 )3月 31日までの 5か年計画

● 鳥取労働局、事業者、労働者等の関係者が一体となって、一人の被災者も出さないという基本理念の実現に向け、

重点事項ごとに各指標を定め、計画期間内に達成することを目指す。

計画の目標

重点事項ごとの具体的取組

。安全衛生対策に取り組む事業者が社会的に評価される環境整備
・災害情報の分析機能の強化及び分析結果の効果的な周知
・労働安全衛生対策におけるDXの推進

・転倒災害は発生率が高く、対策を講ずべきリスクであることを認識
し、その取組を進める。
・筋力等を維持し転倒を予防するため、運動プログラムの導入及び労
働者のスポーツの習慣化を推進する。
・非正規雇用労働者も含めた全ての労働者への雇入れ時等における
安全衛生教育の実施を徹底する。
。「職場における腰痛予防対策指針」を参考に、作業態様に応じた腰
痛予防対策に取り組む。

。有害物質による健康障害の防止措置について、請負人や同じ場所で作業を行
う労働者以外の方に対しても、労働者と同等の保護措置を講じることを事業
者に義務付ける改正省令の周知等を行う。

個 人事業 者等 に対 す る安全 衛 生対策の 推進

⑤

。陸上貨物運送事業について、「荷役作業における安全ガイドライン」に基づ
き、荷主も含めた荷役作業における安全対策に取り組む。
・建設業について、墜落 。転落災害の防止措置の徹底の取組にあわせて、墜
落 。転落災害の防止に関するリスクアセスメントの手法の周知に取り組む。
・製造業について、「はさまれ 。巻き込まれ」等による労働災害の危険性の高
い機械等に係る製造者、使用者それぞれがリスクアセスメント実施等や、労
働者に対する雇入れ時教育の実施等の取組を推進する。
・林業について、「伐木等作業の安全ガイ ドライン」「林業の作業現場におけ
る緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」等の労働者への周知や理解
の促進を図る。」を参考に、作業態様に応じた腰痛予防対策に取り組む。

業種別の労働災害防止対策の推進

⑥

。「エイジフレンドリーガイドライン」|こ基づき、高年齢労働者の就
労状況等を踏まえた安全衛生管理体制の確立、職場環境の改善等の
取組を進める。

高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

③

。メンタルヘルス対策 。過重労働対策 。産業保健活動の推進を図る。

労働者の健康確保対策の推進
②

。「テレワークの適切な導入及び実施のためのガイドライン」、「副
業・兼業の促進に関するガイドライン」の取組
・外国人労働者に対し、安全衛生教育マニユアルを活用する等による
安全衛生教育の実施や健康管理に取り組む。

多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害

防止対策の推進

④

。新たな化学物質規制の導入に伴う「労働安全衛生規則等の一部を改正する省

令」等の周知徹底を図る。
・石綿、粉じんによる健康障害防止対策の推進を図る。
。熱中症、騒音による健康障害防止対策の推進を図る。
・電離放射線による健康障害防止対策の推進を図る。

化学物質等による健康障害防止対策の推進

③

自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発

①

労働者の作業行動 に起 因する労働災害防止対策の推進

②



重点項 目ご との取組状況

2025年 度 までの主な取組

Ｎ
ハ

1 自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発

【安全衛生対策に取り組む事業者が社会的に言刊面される環境整備に関する取組】

①第50回鳥取県産業安全衛生大会 (10月 28日開催)による周知啓発
0安全衛生優良事業場として、県内 3事業場に対して鳥取労働局長表彰を授与
・事業場による安全衛生活動事例の発表

②安全パ トロール等による周知啓発

・労働局長 0監督署長による安全週間パ トロール (6月 )
・労働局長による「ゼロ災 55」 無災害運動期間中の事業場パト□―ル (12月 )、 鳥取県建設工事関係者労働災害防止連絡会議によ
る「ゼロ災 55」 無災害運動期間中の事業場パ トロール (12月 )
・ケーブルテレビを活用した全国安全週間、熱中症予防対策の周知 (6～ 7月 )、 全国労働衛生週間の周知 (9～ 10月 )、 化学物質
管理強調月間の周知 (1～ 2月 )
③鳥取県小売業、社会福祉施設+SAFE協議会の参加企業 (5企業)の取組をバンフレットにし、局ホームページに掲載。 (5月～)

※本項目に係るアウ トプット指標及びアウ トカム指標の設定なし

取組 rヽ書
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重点項 目ご との取組状況

2 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

労働基準監督署における集団指導・個別指導等に加え、以下を実施。

①転倒災害防止対策の周知

・リーフレット「転倒災害のない職場づくりをお願いします」による注意喚起 (5月～)

・冬季を中心に、リーフレット「STOP!冬の転倒災害」による注意喚起 (11月～)
②+saた協議会 (小売業、介護施設)の開催
・協議会における構成員の取組状況の共有 (9～ 10月 )
。エイジフレンドリーガイドラインに基づく体力状況の把握 (3月 )

③鳥取労働局安全衛生労使専門家会議の開催 (1月 )
0転倒災害を始めとした労働災害防止対策について委員の意見を聴取した。

④社会福祉施設、卸小売業を対象に、転倒災害防止の取組等について、要請文を発出。 (6月 )

⑤社会福祉施設、卸小売業等の労働災害多発業種を対象とした「労働災害防止のためのリスクア

セメント」請習会の開催 (12、 2月 )

組鷲尋
3月 未現在におけ郷 災書発生件敏と
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鳥取県内で発生した休彙 4
日以上の労働災書のうち.転
傷による労働災書 (以下「転
饉災書」といいます。)は、
本年 3月末現在において51
人発生しており、堕隻口圏
立 &曼 と比墨【鶴里L工
●』E]L.
そして、年齢が高くなるほ

ど発生件数が増加しており、

釧 四 真 鮨 」 腕 題 ヒ

国 鐘 童嘘 ・

また、平均休彙見込日数は3ス 2日であり、手薔や骨口などを,折 して 1月
以上休彙する理合も少なくありません.災書のなし■ きやすじ暉出を作るた
めには転倒災■の防止対燎の推違が求められます。■面に記餞の実施内害の

取り組みを進め、ハート、ソフト画面から転●災書の防止に努めましょう。
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「転倒」、「動作の反動・無理な動作」による死傷者数の推移
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0

.     1転壺災書が儀増 1‐
転倒災書のな|ヽ職場づくりをお願いします



重点項 目ご との取組状況

2 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

1 2023年に県内1,336事業場 (労働者数30人以上、以下同じ)を対象に実施した自主点検の結果 (有効回答数 :

569事業場)、 2024年に県内1,330事業場を対象に実施した自主点検の結果 (有効回答数 :734事業場)、 及び
2025年に県内 1′415事業場を対象に実施した自主点検の結果 (有効回答数 :913事業場※実態を反映させるため、
未提出事業場に再提出を求め、回収率を向上させた。)(以下出典の記載のないアウトプット指標の実績につい
ては、当該自主点検の結果による)

※2 出典の記載のないアウトカム指標の実績については、鳥取県内の労働災害発生状況 (新型コロナウイルス感染
症へのり患によるものを除く。)及び毎月勤労統計調査 (地方調査)より算出した結果による。以下同じ。

∩
）
つ
こ

転倒の死傷年千人率

0.95
0.92

2022 2023 202Z1 2025 2026 2027

転倒による平均休業見込日数

1.7

3 37.5

N)
ω Ψ
本

1.0

0.0

(日 )

50.0

40.0

30.0

0.5

37.2
30

→

2022 2023 2024 2025 2026 2027

0.42

転倒災害対策 (八―ド・ソフト両面からの対策)に取り組
む事業場の割合を2027年までに70%以上とする。

回答のあつた913事業場のうち
86.696

卸売業・小売業及び医療・福祉の事業場における正社員以
外の労働者への安全衛生教育の実施率を2027年までに
80%以上とする。

回答のあつた卸売業・小売業及び医
療・福祉の362事業場のうち璽ヱ%

介護 0看護作業において、ノーリフトケアを導入している
事業場の割合を2023年 (34%※ 1)と比較して2027年まで
に増加させる。

介護・看護作業を行うと回答があっ

た医療 0福祉業 176事業場のうち
57.496

トブット指標 2025年の実績

増加が見込まれる転倒の死傷年千人率を2022年 と比較して
2027年までに歯止めをかける。 0.90

転倒による平均休業見込日数を2027年までに30日以下と
する。 37.5日

増加が見込まれる社会福祉施設における動作の反動、無理
な動作の死傷年千人率を2022年 と比較して2027年までに
減少させる。

0.46

アウトカム指標 2025年 (翌年1月末)の実績※2

0.0

2022 2023 202Z1 2025 2026 2027

社会福祉施設における

動作の反動、無理な動作の死傷年千人率
1.0 -一―一―僚Ю―――一――一―――一―――一―



重点項 目ご との取組状況

2025年 度 までの 主な取組

3 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

日 時 :12月 17日、 2月 26、 27日  13:30～ 16:00

テーマ :『労働災害防止のためのリスクアセスメント講習会』

講 師 :①「労働災害の現状及び防止対策について」

鳥取労働局 労働基準部健康安全課

地方産業安全専門官 國政 達也

②「高年齢労働者を使用する事業場におけるリスク

アセスメントの実施について」

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会

鳥取支部 支部長 高野 雅弘

60歳代以上の死傷年千人率

15.0

14.0

13.0

12.0

11.0

10.0

9.0

8.0

14.l         L
~~~~~~~~~~「

13.2

10.8

労働基準監督署における集団指導・個別指導等に加え、以下を実施。

①改正労働安全衛生法 (高年齢労働者の労働災害の防止に必要な措置を講ずること

が事業者の努力義務となる (R8.4.1施行))の周知
②高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイ ドライン (エイジフレンドリーガ

イ ドライン)及びエイジフレンドリー補助金の周知
③労働災害多発業種を対象とした「労働災害防止のためのリスクアセメン ト講

習会」の開催 (12、 2月 )

エイジフレンドリーガイドラインに基づく高年齢労働者の

安全衛生確保の取組 (八―ド・ソフト両面からの対策)
を実施する事業場の割合を2027年までに50%以上とする。

60歳以上の労働者がいると回答し

た877事業場のうち
ガイ ドラインを知つている 51.7%
ガイ ドラインに基づいた安全衛生確

保の取組を実施している 塑豊艶

アウトプット指標 2025年の実績

増加が見込まれる60歳代以上の死傷年千人率を2022年

(143)と比較して2027年までに、その増加に歯止めをか
ける。

13.2

2025年 (翌年1月末)の実績※

※ 鳥取県内の労働災害発生状況 (新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く。)及び賃金構造基本統計
調査より算出した結果による。

2022 2023 2024 2025 2026 2027

14.3

アウトカム指標



今後の取組

⇒

2 労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進  3 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

エイジフレンドリーガイ ドラインに基づく高年齢労働者の安全衛生確保の取組 (八― ド・ソフト両面からの対策)、 転倒防止対策
(「転倒災害のない職場づくりをお願いします」「STOP!冬の転倒災害」等 )の推進を図るとともに、令和 8年 4月から施行の
改正労働安全衛生法 (高年齢労働者対策の努力義務化)に基づく指導を徹底する。
また、高年齢労働者に対する雇い入れ時、作業内容変更時の教育の徹底、エイジフレンドリー補助金の周知に取り組む。

参考 1)令和7年 12月末速報値の転倒災害175件の内訳  (転倒の型) もつれ 24、 踏み外し10、 その他28

(転倒の年齢別)60歳以上 94、 50歳代 39、 50歳未満42

参考 2)県内の転倒災害発生事業場に対して、転倒災害防止の取組状況を確認し、回答があった48件について
①転倒災害防止に取り組んでいますか ?  はい :43 いいえ :5
②雇い入れ時教育の際、転倒災害防止のための教育をしていましたか ?

はい :26 いいえ :22(教育教材がない 9、 教育は不要と考えていた 8、 、、)
③転倒災害の原因は ?

滑り10件、つまづき10件、踏み外し5、 不注意 5、 もつれ 4、 履き慣れない靴 2、 その他 4

参考 3)県内の高年齢者 (60歳以上)による労働災害発生事業場に対して、対策の取組状況を確認し、回答があった28件 (うち転倒災害
22件)について
①高年齢労働者の災害防止対策を実施していますか ?

はい :15  いいえ :13(取組方法が分からないア、必要性を感じない 2、 その他 7)
②労働災害発生時の作業について、安全衛生教育を実施していましたか ?

はい :14 いいえ :13 (教育は不要と考えていた 6、 教育教材がなかった 4、 その他 4)
安全衛生教育を実施したか覚えていない :1

③エイジフレンドリー補助金を知つていますか ?  はい :4

N
い

り58、 つまづき5

いヽえ.:



2025年 までの 主 な取 組

4 多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進

・個別指導や説明会等の様々な機会を捉えた、母国語教材や視聴覚教材の活用等、外国人労働者に理解できる方法による安全衛生教育の

実施の促進

外国人労働者の死傷年千人率

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

7

Ｎ
Ｏ 2.9 ,J~~~… ……ト

2022 2023 2024 2025 2026 2027

※ 鳥取県内の労働災害発生状況 (新型コロナウイルス感染症へのり患によるものを除く。)及び外国人雇用状況届により算出した結果による。

個別指導や説明会等の様々な機会を捉え、母国語教材や視聴覚教材の活用等、外国人労働者に理解できる方法による安全衛生教

育の実施を促進するため、外国人労働者向け安全衛生教育教材 (14か国語)の周知を図る。
特に、作業内容変更時等における作業手順書等に基づく教育においても、作業手順書等を用いた分かりやすい安全衛生教育の実施

の徹底を図る。

日本語に堪能でない外国人が働いて

いると回答した157事業場のうち
83.496

母国語に翻訳された教材や視聴覚教材を用いる等外国人労

働者に分かりやすい方法で労働災害防止の教育を行つてい

る事業場の割合を2027年までに50%以上とする。

アウトプット指標 2025年の実績

4.2
外国人労働者の死傷年千人率を2022年と比較して2027年

までに減少させる。

アウトカム指標 2025年 (翌年1月末)の実績※

今後の取組

⇒

重点項目ごとの取組状況



重点項目ごとの取組状況

2025年 度 までの主な取組

Ｎ
Ｎ

5 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

・労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自
身が講ずべき各種措置を定めた改正労働安全衛生法 (2025年 5月公布)の周知。
。請負人や同じ場所で作業を行う労働者以外の者に対しても労働者と同等の有害物質による健康障害防止措置を事業者に義務付けた改正
労働安全衛生規則等 (2023年 4月施行)の周知及び履行確保
・事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、危険箇所等で作業に従事する労働者以外の者や危険箇所等で行う作業の一部を請け負
わせる一人親方等を対象とする保護措置を義務付けた改正労働安全衛生規則等 (2025年 4月施行)の周知

※本項目に係るアウ トプット指標及びアウ トカム指標の設定なし
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重点項 目ご との取組状況

2025年 度 までの 主 な取組

荷役作業における安全ガイ ドラインに基づく措置を実施する

陸上貨物運送事業等の事業場 (荷主となる事業場を含む。)

の割合を2027年までに45%以上とする。

事業場に荷役作業があると回答した289事業場の
うち
ガイドラインを知つている    64.0%
ガイドラインに基づく措置を実施 61。9%

2025年の実績

6 業種別の労働災害防止対策の推進 (陸上貨物運送事業 )

①労働基準監督署における個別指導 (通年 )
。「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイ ドライン」 (荷役ガイ ドライン)に
基づく措置の徹底。 トラックでの荷役作業における改正労働安全衛生規貝」(昇降設備の設

置、保護帽の着用、テールゲー トリフター操作の特別教育)の措置の徹底。
②道路貨物運送事業における労働災害防止対策の推進について

。道路貨物運送事業を対象に、荷役ガイ ドライン、改正労働安全衛生規則等への取組につい

て、要請文を発出。 (10月 )。 道路貨物運送事業等の労働災害多発業種を対象とした

「労働災害防止のためのリスクアセメン ト」講習会の開催 (12、 2月 )
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陸上貨物運送事業における
休業4日以上の死傷者数
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50

40

※陸上貨物運送事業 :道路貨物運送業と陸上貨物取扱業をいう。
202220232024202520262027

‐「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイ ドライン」 (荷役ガイ ドライン)に基づく措置等の徹底を図るとともに、
荷主、配送先等に対して「自動車運転者の「安全確保の徹底」にご協力をお願いします」を活用し、取組の徹底を図る。 (12月

末速報値の運輸交通業の墜落転落災害23件中、16件は配送先等で発生したと考えられる。 )

■
４
′０

43陸上貨物運送事業※における死傷者数を2022年と比較して
2027年までに5%以上減少させる。

アウトカム指標 2025年 (翌年1月末)の実績

今 後 の 取組

颯

アウトプット指標



重点項 目ご との取組状況

2025年 度 までの 主な 取組

N)
(0

6 業種別の労働災害防止対策の推進 (建設業 )

①労働基準監督署における個別指導 (通年)
0墜落・転落災害防止対策、熱中症予防対策の徹底。

・足場の点検の確実な実施、一側足場の使用範囲の明確等を内容とする

改正労働安全衛生規則 (2024年 4月全面施行)に基づく対策の徹底。
②安全パ トロール等による周知啓発 (一部再掲)

・労働局長・監督署長による安全週間パ トロール (安全対策、熱中症対策)(6月 )
・労働局長による「ゼロ災 55」 無災害運動期間中の建設現場パ トロール (12月 )

③労働局、労働基準監督署における関係団体等と連携した講習会等の開催 (随時)

④鳥取県建設工事関係者労働災害防止連絡会議※の開催 (7、 12月 )
・労働基準関係法令の改正やガイドラインについての説明を始めとした情報共有

や建設現場パトロール等を実施。

※鳥取労働局、構成員 :国、県等発注機関、建設業労働災害防止協会鳥取県支部

⑤冬季を中心に、労働局で作成したリーフレット「STOP!冬の転倒災害」のHP掲載
等による注意喚起 (11月～)(再掲)

12月 10日 鳥取県建設工事関係者
労働災害防止連絡会議パ トロール

(人)

15

10

5

0

建設業における死亡者数

11

9｀ ~嗜
~~―

う
:

И

■

墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメン トに取り

組む建設業の事業場の割合を2027年までに100%とする。
回答のあつた建設業の49事業場の
うち95.996

ウトプツト指標 2025年の実績

建設業における死亡者数を第 13次労働災害防止推進計画
(2018年度～2022年度)期間中と比較して15%以上減少
させる。

2018～2022年  (13次 )
2023～2025年  (14次 )

11人

4人

アウトカム指標 2025年 (翌年1月末)の実績

13次防期間   14次 防期間
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重点項 目ご との取組状況

2025年 度 までの 主 な取組

0獣きまれ.==込まれ沢害綺■対策の維違   |●
●エイジフレンドリーカイトラインによる取組の雄逢

‐事

‐
|

●

55蠣 野
11(水 )の__ _ ::'[i 31

_. ・ :||:

ゼロ災55 6つの柱_

0整落・転落災雪鮨上対策の指越  ●
?

「ゼロ災55」 無
災害 rfiitT

7年度スロ

リスクアセスメントを実施し、かつ、機械による「はさま
れ・巻き込まれ」防止対策に取り組む製造業の事業場の割
合を2027年までに60%以上とする。

回答のあつた製造業の186事業場の
うち96.2%

製造業における機械による「はさまれ・巻き込まれ」の死
傷者数を2022年と比較して2027年までに5%以上減少さ
せる。

30人

アウトカム指標 2025年 (翌年1月末)の実績

2025年までの実績アウトプット指標

6 業種別の労働災害防止対策の推進 (製造業 )

①労働基準監督署における個別指導 (通年)

・「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」、「機械の包括的な安全

基準に関する指針」等に基づく、製造時及び使用時のリスクアセスメン

トの確実な実施の指導

・加工用機械を使用する事業場における「はさまれ巻き込まれ」災害防止

対策の措置状況の確認

②全国安全週間説明会 (6月 )、 鳥取県産業安全衛生大会 (10月 )を通じた
安全衛生管理活動の周知啓発 (再掲) 10月 28日 鳥取県産業安全衛生大会

(人 )

30

製造業における休業4日以上の
「はさまれ・巻き込まれ」の死傷者

数
30

26
~126

20

10

2022 2023 2024 2025 2026 2027

‐製造業においては、リスクアセスメントを実施し、かつ、機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策の取組を推進する。
また、「はさまれ巻き込まれ災害を防ぎましよう」を活用し、点検実施等の取組の徹底を図る。

今後の取組
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え
それ危険 55災ゼロ′ヽ



6 業種別の労働災害防止対策の推進 (林業 )

①労働基準監督署における個別指導 (通年)
・「伐木等作業の安全ガイドライン」等に基づく林業の事業場に対する安全対策の徹底

②チェーンソー取扱作業指導員による事業場への指導

③関係団体等との協力による会議等の開催、合同パ トロールヘの参加
・鳥取県林業災害防止運絡協議会※1の開催 (7月 )
※1 鳥取労働局のほか、鳥取県庁、鳥取森林管理署等が構成員

・鳥取森林管理署労働安全運絡協議会における安全パ トロールヘの参加 (10月 )
・鳥取県林業災害防止連絡協議会の構成員による林業安全パトロールヘの参加 (11月 )
・鳥取県林業事業体協議会 (管理者研修)における請習 (2月 )
0鳥取県林業安全大会の開催※2(3月 )
※2 主催 :鳥取県林業災害防止運絡協議会、鳥取労働局、鳥取県

※令和6年県内81の林業事業場を対象に実施した自主点検の結果 (有効回答数 :47事業場)及び令和7年県
内85の林業事業場を対象に実施した自主点検の結果 (有効回答数 :42事業場)

2026年 3月 4日 (水 )
13:30～ 16:0011晴場 13:00]

エースパック未来中心

営識212‐5'■■■

林業における死傷者数

~~~―
― ―

ト

36

1

ω
ハ

(人 )
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80
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20

0
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』
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2025年 度 までの主な取組

伐木等作業の安全ガイ ドラインに基づく措置を実施する
林業の事業場の割合を2027年までに50%以上とする。

回答があつた林業の42事業場のうち
81。0%

トプット指標 2025年の実績

林業における死傷者数を、伐木作業の災害防止を重点と
しつつ、第 13次労働災害防止推進計画期間中 (82人)よ
り減少させる。

2018～2022年 (13次 )
2023～2025年 (14次 )

:82人
:36人

アウトカム指標 2025年 (翌 1月末)までの実績

13次防期間  14次防期間

重点項 目 し

鳥取県
林業安全大会

との取組状況

E手零メントで防げる労働災害」
II- 1.:● F_三 :1:

□羅ヨロ
(1)県内の林業労働災害の事例と対策につしヽて
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重点項 目ご との取組状況

7 労働者の健康確保対策の推進 (メ ンタルヘルス対策 )

①労働基準監督署における個別指導 (通年 )

・ス トレスチェック未実施事業場への指導啓発 (4月～ )

・「ス トレスチェックを含めたメンタルヘルス対策に取り組みましょう」 (1月～ )
0鳥取産業保健総合支援センターにおけるメンタルヘルス対策に係る支援の周知

②鳥取県医師会、鳥取産業保健総合支援センター等との産業保健協議会等の開催 (4、 10月 )

③産業医に対する研修の実施

・産業医研修会 (鳥取県医師会主催)(7月 、 9月、11月 )

ツクセこれから●入す0●

“

●0方ヘ

頚顧ト

メンタルヘルス臓躙嘲
"‐

口■1口
"●
●です

ストレスチェツクの rなり0カ が分からない」と●

n
″い

が騎ダ
●uい 口取■保センター ‐ :"S7‐ 2■ |“ 31

ω
Ｎ

()辱 二ilir 鳥取労●日・
"●
こ攀薔●

■
`

(%)ス トレスがあるとする労働者の割合

一―-8-一 ―一――一―一―一―一――

｀
可ト

※ 令和 6年労働安全衛生調査の特別集計を基に厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課が作成 2023  2024  2025  2026  2027

‐改正労働安全衛生法 (労働者数 50名未満のス トレスチェックの義務化※施行日は令和 7年 5月 14日から 3年以内)の施行を見据え、「ス トレス
チェックの導入には産保センターをご利用ください」「ス トレスチェックを含めたメンタルヘルス対策に取り組みましょう」の周知啓発

100

80

60

40

20

0

2025年 度 までの 主な 取組

メンタルヘルス対策として、①実務担当者の選任、②管理者及び

労働者への教育・情報提供のいずれも取り組む事業場の割合を

2027年までに80%以上とする。
回答のあつた913事業場のうち77.8%

使用する労働者数が50人未満であると回
答した431事業場のうち墨2艶

使用する労働者数50人未満の小規模事業場におけるス トレス

チェック実施の割合を2027年までに70%以上とする。

自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はス トレ

スがあるとする労働者の割合を2027年までに50%未満とする。
21.1% (※ )

アウトプット指標 2025年の実績

アウトカム指標 2024年の実績

今後の取組

ストレステニ子参●むム鷹彗

量保センター .機剛まだ科、
‡踊響



重点項 目ご との取組状況

2025年 度 までの 主 な取組

ω
ω

ア 労働者の健康確保対策の推進 (過重労働対策)

①労働基準監督署における監督指導 (通年)

○「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づく
・長時間労働が疑われる事業場への監督指導の徹底
・「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の周知及びこれに基づく指導
02024年 4月から時間外労働の上限規制が適用された医師、建設業に従事する労働者、自動車運転者等について、働き方改革を推進
するための関係法律の整備に関する法律及び関係法令における改正内容に基づく指導

②労働基準監督署における事業場に対する個別指導の機会を通じた、鳥取産業保健総合支援センター及び地域産業保健センターの利用勧奨

年次有給休暇取得率
(%)
100

80

60

40

20

0

(%)
10  .

57.3

2023       2024       2025

週労働時間40時間以上労働者のうち
週労働時間60時間以上労働者の割合

6.7
●
Ⅲ
… … … _

※1 令和 7年就労条件総合調査の特別集計を基に厚生労働省雇用環境 。均等局総務課雇用環境政策室が作成

※2 令和4年就業構造基本調査 (総務省)(5年ごとに1回実施)による
「鳥取県内で年間200日以上就業する雇用者」という条件で抽出

0

年次有給休暇の取得率を2025年までに70%以上とする。 63。2% (※ 1)

勤務間インターバル制度を導入している企業の割合を2025
年までに15%以上とする。

回答のあつた913事業場のうち
38.396

ウトプット指標 2025年の実績

週労働時間40時間以上である雇用者のうち、週労働時間60
時間以上の雇用者の割合を2025年までに 5%以下とする。 6.7% (※ 2)

2022年の実績

2022    2023    2024    2025

|

アウトカム指標
|



重点項 目ご との取組状況

2025年 度 までの 主な 取組

7 労働者の健康確保対策の推進 (産業保健活動の推進 )

①労働基準監督署における事業場に対する個別指導の機会を通じた、鳥取産業保健総合支援

センター及び地域産業保健センターの利用勧奨

②職場の健康診断実施強化月間の機会等を捉えた、健康診断及び事後措置の実施の徹底

③鳥取産業保健総合支援センター等ほか関係機関と運携したセミナー等の開催

i 各種セミナー (鳥取産業保健総合支援センターほか関係機関との連携)
0転倒災害防止セミナー (11′ 12月 )

・化学物質管理に係るセミナー (2月 )
・改正労働安全衛生法等に係るセミナー (10、 3月 ) 等
il産業医研修会 (鳥取県医師会主催)(7月、 9月、11月 )
ili熱中症対策の強化に関する取組 (鳥取産業保健総合支援センターと共催)

熱中症予防対策セミナー (5月 )

④鳥取県地域両立支援推進チーム等を通じた、治療と仕事の両立支援に関する取組の推進

i「鳥取県地域両立支援推進チーム会議」の開催 (8月 )
Ii 治療と仕事の両立支援の努力義務化、アンケート結果 (令和6年度に労働者数10人

以上の2′000事業場に対して実施)を踏まえたリーフレットの更新 (3月 )

産業保健研修会

ω
ヽ

労働安全衛生法等の改正主
第 14次労働災害防止計画 :
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各事業場において相談窓口を含む必要な産業保健サー

ビスを提供している事業場の割合を2027年までに80%
以上とする。

回答のあつた913事業場のうち
84.396

2025年の実績アウトプット指標

※本項目に係るアウ トカム指標の設定なし

参加貴無料

定員:50社

内 容

懸



8 化学物質等による健康障害防止対策の推進 (化学物質による健康障害防止対策 )

①労働基準監督署における個別指導 (通年)
0化学物質関係の特別規則や新たな化学物質規制に基づく指導

②労働局HPの特設サイト等を活用した「化学物質管理強調月間」の周知 (11～ 2月 )(再掲)
③鳥取産業保健総合支援センターとの共催による化学物質管理に係るセミナーの実施 (2月 )
④化学物質の性状に関連の強い死傷災害が発生している業種 (食料品製造業、建設業、産業廃棄

物処理業、化学工業等)に対する自主点検の実施 (12月 )

と ともに、
化学物質管理活動の定着を日るため、セミナーを開催 します。
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, 業種別・作業別の化学物貿管理マ
=ュ
アルの活用 について

1 化事物費管理にかかる関係法令 について

ラベル表示 OSDSの交付の義務対象となつていないが危
険性又は有害性が把握されている化学物質について、ラベ
ル表示 。SDSの交付を行つている事業場の割合を2025年
までにそれぞれ現状より20%以上増加とする。

化学物質の製造、販売等を行つてい

ると回答した19事業場のうち
78.996

リスクアセスメン トの実施の義務対象となつていないが危
険性又は有害性が把握されている化学物質について、リス
クアセスメン トを行つている事業場の割合を2025年までに
現状より20%以上増加とするとともに、リスクアセスメン
ト結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防止する
ため必要な措置を実施している事業場の割合を2027年まで
に現状より20%以上増加とする。

リスクアセスメント実施義務の対象
物質ではないが、危険性又は有害性
が把握されている化学物質を取り
扱つていると回答した241事業場の
うち
リスクアセメントを行つている事業場の割合

85.696
リスクアセスメントの結果に基づき必要な措置

を実施している事業場の割合  豊生笙塗

化学物質の性状に関運の強い死傷災害 (有害物等との接触、
爆発又は火災によるもの)の件数を第 13次労働災害防止推
進計画期間中と比較して 5%以上減少させる。

アウトカム指標 2025年 (翌年 1月末)までの実績

ウトプット指標 2025年の実績

お申込方法

令 和 7年 度
Q“
・
贅 雑` 盤 鰤 蓮 ―

^饉

化学物質管理強目月間セミナー

重点項目ごとの取組状況

申込期限 :令和 8年 2月 4日 (水 )ま で

13次防期間   14次 防期間

2025年度までの主な取組

化学物費に
‐′い Cは、近年の労働安全衛彙法の改正により、危険性有害性

の情報に基づくリスクアセスメン トの結果によって、ぼ く露防止のために必
要な措置を講 じることにな ノています。
令和 8年 4月 からは約 2,0(Ю物質が規制の対象 となりますので、 これに伴い、
対策を購ずべき争葉場の範囲が第二次産業を含めた幅広い業置に拡大される
■と
`=な
ります。

化学綺置閣護の法令改正のポイントや食料品製造筆、韓般車、飲食店、 ビ
ルメンテナンス員における作業や塗装作業、接看関連作業率で使用する化学
物質の管理について、講師より説明しますので、ぜひご参加ください.

ヽ、

目標 11人  :8人



重点項 目ご との取組状況

ω
0

8 化学物質等による健康障害防止対策の推進 (熱中症健康障害防止対策 )

【熱中症予防対策】

①改正労働安全衛生規則 (熱中症対策の強化)、 「職場における熱中症予防基本対策要綱」

等に基づく個別指導、啓発等 (再掲)

②「STOP!熱中症 クールワークキヤンペーン」 (5～ 9月 )を始めとした周知指導
0鳥取産業保健総合支援センターとの共催による熱中症予防セミナーの実施 (5月 )
ONHく鳥取放送局他報道機関による放映等 (5、 6月 )
・ケーブルテレビを活用した熱中症予防対策の周知 (6～ 7月 )
・全国安全週間における建設現場等パトロールを通じた周知指導 (7月 )

・鳥取県熱中症対策運絡会議を通じた関係機関との運携 (4、 6、 11月 )

※騒音障害防止対策に係るアウトプット指標及びアウトカム指標の設定なし

6月 17日局長建設現場パ トロール

(安全対策、熱中症対策)

2025年 度 までの 主な取組

熱中症災害防止のために暑さ指数を把握し活用している事

業場の割合を2023年 (21.3%)と比較して2027年までに増
加させる。

回答のあつた913事業場のうち
41.096

アウトプット指標 2025年の実績
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13次防期間  14次防期間
増加が見込まれる熱中症による死傷者数を第 13次労働災害

防止推進計画期間中より減少させる。
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アウトカム指標 2025年 (翌年1月末)の実績
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今後の取組

8 化学物質等による健康障害防止対策の推進 (化学物質による健康障害防止対策 )

‐本省版第 14次防が目指す2025年までの80%以上の割合は概ね達成となつた。
今後においては、令和8年4月から約 2′ 900物質が新たな化学物質規制の対象となり、対策を請ずべき事業場の範囲が拡大される
ことから、取り扱うリスクアセスメン ト対象物の把握、化学物質管理者の選任状況等に係る取組の自主点検を実施するなど、事

業場ごとの具体的な化学物質管理活動を把握し、個別指導、集団指導等の対象にするなど、一層の取組の促進を図る。

8 化学物質等による健康障害防止対策の推進 (熱中症健康障害防止対策 )

ω
Ｎ

⇒目標は未達成となつたが、改正労働安全衛生規

貝」(熱中症対策の強化)に基づく指導の徹底、
「STOP I熱中症 クールワークキヤンペーン」の
周知啓発等により、熱中症による死傷者数の減少

に取り組む。

熱中症による休業4日以上の死傷者数
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2025年 6月改正安
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